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第４章 各施策を推進するために 

 

第１節 計画のＰＤＣＡサイクルの推進 

１．ＰＤＣＡサイクルの推進 

高齢者福祉施策及び介護保険事業を円滑に推進していくため、ＰＤＣＡサイクルを推

進し、評価結果に基づき、より効果的な支援施策を検討し、所要の対策の実施に取り組

みます。 

 

＜ＰＤＣＡサイクルの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の達成状況の点検及び評価 

計画策定後は、各年度において、計画の達成状況を「桐生市高齢者施策推進協議会」

に報告し、点検及び評価を行います。 

 

３．国・県との連携 

本市の保険者機能及び県の保険者支援の機能を強化していくため、本市と県により、

地域課題を分析し、地域の実情を踏まえ、高齢者の自立支援や重度化防止の取組に関す

る目標を定め、目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行います。 

また、地域の実情に応じて実施しているさまざまな取組を点検するにあたり、国より

提供される地域包括ケアシステムの構築状況を点検するためのツールを活用した点検・

評価を行います。 

 

  

計画（Plan） 

実行（Do） 

評価（Check） 

改善（Act） 
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第２節 地域包括ケアシステムの確立に向けた基盤強化 

本市では、高齢者がそれぞれの住み慣れた地域で自立し、尊厳のある暮らしを可能な

限り継続できるよう、市内各地域において医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が

一体的に提供されるしくみ（地域包括ケアシステム）づくりを第５期計画より推進して

きました。 

第８期計画では、地域包括ケアシステムのさらなる深化を目指して、これまで実施し

てきた取組を引き続き推進するとともに、複雑化・複合化した地域住民の支援ニーズに

適切かつ円滑に対応できる多機関・多分野連携による包括的な相談支援体制の整備を進

めてきました。 

第９期計画では、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて医療と

介護の連携強化や医療・介護の情報基盤の一体的な整備による地域包括ケアシステムの

一層の推進や地域づくり等により、地域共生社会の実現を図っていくことが求められて

います。 

そこで、次に挙げる地域福祉の基盤づくりを重点的に進めることにより、地域包括ケ

アシステムの深化に向けた効果的な施策の推進を図ってまいります。 

 

１．地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制の整備 

複雑化する地域住民の生活課題に対応するために、高齢者福祉・介護保険・障害福祉・

生活困窮対策・子育て支援・ヤングケアラーなど地域福祉のあらゆる分野に携わる各相

談支援機関と地域包括支援センターが連動し、一丸となって課題解決につなげることが

できる包括的な相談支援体制の整備を進めます。 

あわせて、各地域の総合相談支援拠点として位置づけられる地域包括支援センターの

機能強化を進めるとともに、業務負担軽減を図り、さまざまなニーズに適切に対応でき

る体制を整備します。 

 

【地域包括支援センターの体制整備で示されていること】 

・地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等による一定の

関与をした上での、居宅介護支援事業所への介護予防支援の指定対象拡大 

・居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による地域包括支援センター業務の体制整備

の推進（総合相談支援業務の部分委託、ブランチ・サブセンターとしての活用） 

・柔軟な職員配置（地域包括支援センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、

複数拠点で合算して３職種を配置、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準

ずる者」の適切な範囲を設定するなど） 
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２．自立支援、介護予防・重度化防止の基盤強化 

保健事業と介護予防事業の一体的実施（効果的・効率的な介護予防プログラムの実施）、

介護予防に資する通いの場の充実、介護予防の普及啓発を担う住民主体の活動促進、ボ

ランティア活動や就労的活動による社会参加や生きがいづくりの促進などの取組を重

層的に展開することにより住民の健康増進、介護予防推進の基盤強化を進めます。 

 

３．介護人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等 

介護人材の資質向上、処遇改善、負担軽減、ハラスメント対策を含めた働きやすい職

場づくりなどに資する取組を推進する中で、地域のニーズに応じた介護サービス基盤の

強化を進めます。 

また、業務の効率化の観点からは、介護現場におけるＩＣＴの活用を進めるとともに、

指定申請や報酬請求等に係る国が示している標準様式の使用の基本原則化に向けた準

備や、「電子申請・届出システム」（令和５年度前倒し導入）に係る事業所への周知、さ

らに要介護認定を遅滞なく適切に実施するため、認定審査会の簡素化及び認定事務の効

率化を進めるなど、必要な体制を整備します。 

 

４．多職種連携のしくみづくり 

在宅医療介護連携推進事業や自立支援型地域ケア会議の充実、さらには権利擁護にか

かわる人材の連携ネットワークの構築などを通じて、複雑・多様化する地域住民の生活

課題を円滑に解決する多職種連携のしくみを強化します。 

 

５．地域における支え合いのしくみづくり 

自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、NPO・ボランティア団体、事業所・商店、

社会福祉協議会、生活支援コーディネーター及び地域包括支援センターなど、地域のさ

まざまな活動主体が連携し、協働して、地域の課題を考察し、その解決につなげる支え

合いのしくみを強化します。 
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